
日時　6月11日（日）午前8時30
分受付開始、午前10時スタート
場所　鵜の池湖畔
申込み　郵便振替または直接、実
行委員会に申し込んでください。
※ファンランクラスは当日受付可能。
申込期限　5月 12 日（金）※当
日消印有効
申込みおよび問合せ先　鵜の池マ
ラソン大会実行委員会事務局（町
教育委員会内、電話 72-2107）

　令和 5年度土地価格等・家屋価
格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
　土地価格等縦覧帳簿または家屋
価格等縦覧帳簿により、土地や家
屋の価格などを見ることができま
す。
【土地価格等・家屋価格等縦覧帳
簿の縦覧】自分の資産について適
当かどうか、ほかの物件と比較し
て見ることができます。
期間　４月 3日（月）～ 5月 31
日（水）※平日のみ
時間　午前８時 30 分～午後 5時
15分
場所　役場住民課
対象者　固定資産税の納税義務者
【固定資産課税台帳の閲覧】自分
の資産について記載された部分を
見ることができます。

期間　通年※平日のみ
時間　午前 8時 30 分～午後 5時
15分
場所　役場住民課
対象者　固定資産税の納税義務者
（本人の台帳）、借地人・借家人（借
りている物件の台帳）
問合せ先　役場住民課（電話 72-
0333）

　町では、心身に一定の障がいな
どがある人や、その人と生計を同
じくする人が所有する軽自動車に
ついて、軽自動車税を減免する制
度があります。
　また、法人などが所有する軽自
動車で、公益のために直接使用す
るものについても、軽自動車税を
減免する制度があります。
　減免の要件や手続きの仕方な
ど、詳しくは役場住民課にお問い
合わせください。
申請期間　５月１日（月）まで
問合せ先　役場住民課（電話 72-
0333）

　マイナンバーカードの休日・時
間外窓口を開設します。平日昼間
に都合が合わない人は、この機会
に窓口をご利用ください。
日時　▼4月15日（土）、30日（日）
午前 9 時～午前 11 時 30 分▼ 4
月 11 日（火）、20 日（木）午後
5時 15分～午後 7時 30分

場所　役場住民課
内容　マイナンバーカードの交付
および申請補助、マイナポイント
申込補助
申込み　2日前までに予約が必要
です。窓口または電話にてお申込
みください。
その他　マイナポイントの申込期
限は 5 月 31 日です。2 月 28 日
までにカード申請をした人は、お
早めに申込みください。
申込みおよび問合せ先　役場住民
課（電話 72-0333）

　広報ひの 3月号 6ページ「チャ
ンネルひの加入促進キャンペー
ン」の申込先について、下記の通
り訂正します。
【訂正前】　中海テレビ放送（電話
0120-727-868）
【訂正後】　役場総務課（電話 72-
0331）

　鳥取県精神障害者家族会連合会
では、当事者の家族を対象とした
電話相談を行っています。相談は
無料です。一人で悩まず、相談ダ
イヤルをご利用ください。
　なお、相談は匿名でも受けられ、
秘密は固く守られます。
実施日　毎月第 1・第３木曜日、
午後 1時～午後 4時
※令和６年1月1日～3日は除く
相談専用ダイヤル　090-3880-3498
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【住民課からのお知らせ】【住民課からのお知らせ】

土地価格等・家屋価格等の
縦覧帳簿の縦覧等のお知らせ

マイナンバーカード休日・時間
外交付、申請窓口について

公園内に多くのミツバツツジと八重桜などが咲き
乱れ、山肌をピンク色に染め上げます。ぜひ、お誘
い合わせてお出かけ下さい。

【問合せ先】町観光協会事務局（役場産業振興課内）
　　　　　  電話７２- ２１０１

４月８日（土）～２９日（土）
滝山公園つつじまつり

軽自動車税の減免申請は
５月１日（月）までに

一人で悩まず、精神障がい者
家族相談ダイヤルに電話を

【教育委員会からのお知らせ】【教育委員会からのお知らせ】

第 44回中国山地日野
鵜の池マラソン大会開催

【そのほかのお知らせ】【そのほかのお知らせ】

広報ひの3月号の訂正について
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投票日に仕事や旅行などで投票区を離れる予定のある人は、期日前投票をしておきましょう。
また、投票所入場券裏面の宣誓書は、あらかじめ記入してから入場してください。

▶期日前投票は、4月 19日（水）～ 22日（土）までです。

【期日前投票場所】　日野町山村開発センター　大集会室
【期日前投票時間】　午前 8時 30分から午後 8時まで

▶投票できる人は、平成17年 4月24日までに生まれた人
投票できる人は、平成 17年 4月 24日までに生まれた人で、日野町に住所がある人です。
ただし、転入した人は、令和 5年 1月 17日までに転入届を済ませていることが必要です。
※投票日当日までに日野町から転出した後は、投票することができません。

▶入場券を忘れずに持参してください。
投票に行くときは、あらかじめ送付された投票所入場券をご持参ください。
なお、入場券が届かない場合や、なくしてしまった場合でも選挙人名簿に登録されていれば
投票できますので、投票所の受付に申し出てください。

▶不在者投票について
日野町に住所がありながら、日野町以外の市町村に滞在中の人や、指定病院、老人ホーム
に入院・入所している人は、従来どおり「不在者投票」ができますので、詳しくは、町選
挙管理委員会（役場総務課内）までお問い合わせください。

投票区名 投票所施設名 投票区内の地区名 投票時間

第１投票区 町公民館
黒坂 1 ～ 7 区、下黒坂、根妻、下菅、中菅、中菅

中央、近江、畑、小河内、布瀬谷
午前７時～午後 7 時

第 2 投票区 久住集会所 久住 午前 7 時～午後 5 時

第３投票区 菅福公会堂
下上菅、中上菅、上上菅、諏訪、井ノ原、漆原、

下福長
午前 7 時～午後 6 時

第４投票区 奥渡公民館 榎市、小原・別所 午前 7 時～午後 6 時

第５投票区 老人憩の家 津地、安原、下榎 1・2 区、上本郷、下本郷 午前 7 時～午後 7 時

第６投票区 山村開発センター
根雨 1 ～ 6 区、三谷 1・2 区、貝原、高尾、舟場、
野田

午前 7 時～午後 7 時

第７投票区 金持公民館 後谷、金持 午前 7 時～午後 6 時

第８投票区 板井原公民館 板井原 午前 7 時～午後 5 時

第９投票区
真住公民館

（旧町青年の家）
濁谷、門谷、秋縄、三土 午前 7 時～午後 6 時

▶投票所は、町内９カ所です。

投票日は４月23日 予定です。（日）

【問合せ】町選挙管理委員会（役場総務課内）電話 72-0331
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